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韓
国
文
集
叢
刊
解
題

(
十
五
)

疋

啓

佑

田

第
二
十
三
輯

川
『
思
斎
集
』
金
正
国
撰

本
集
は
、
思
斎
金
正
国
の
詩
文
集
で
、
四
巻
二
冊
、
全
日
了
。

底
本
は
ソ
ウ
ル
大
学
、
杢
章
閣
蔵
本
。

本
集
は
著
者
の
孫
の
金
完
立
が
、
祖
父
の
金
思
斎
公
の
遺
文
が
虫
轟
に
よ
り
破
傷
し
、
提
没
し
て
伝
わ
ら
な
く
な
る
の
を
惜
し
ん
で
、

関
西
県
の
役
人
と
な
っ
た
時
に
蒐
集
し
、
観
察
使
の
す
斗
寿
(
梧
陰
)
相
公
の
援
助
の
も
と
に
、
万
暦
十
九
年
(
宣
祖
の
二
十
四
年
・
一

五
九
一
)
に
刊
行
し
た
の
が
初
刊
で
、
こ
れ
を
後
学
の
永
柔
県
令
の
す
孝
先
が
字
の
誤
り
を
訂
正
、
遺
失
し
て
い
た
も
の
を
補
っ
て
万
暦

三
十
一
年
(
一
六

O
三
)
に
刊
行
し
た
の
が
後
刷
本
で
あ
る
。

な
お
す
斗
寿
(
一
五
三
三
一
六

O
一
)
は
後
に
領
議
政
に
な
っ
た
人
。
金
完
立
は
永
柔
県
令
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
後
任
の
永
柔
県

令
に
な
っ
た
す
孝
先
は
、
先
に
県
令
で
あ
っ
た
金
完
立
と
の
関
係
で
、
『
思
斎
集
』
の
刊
行
を
行
な
っ
た
。

内
容
は
、
巻
一
、
詩
(
山
首
)
。
巻
二
、
詩
(
山
首
)
。

巻
三
、
蹴

(
2
首
)
、
序

(
4
)
、
記

(
5
)
、
書

(
3
)
疏

(
2
)
、
「
恢
聖
度
務
大
明
疏
」
と
「
推
誠
任
下
親
接
群
臣
疏
」
。
祭
文

(
4
)
、

弁

(
3
)
、
説

(
1
)
、
約

(
1
)
、
贈
言

(
1
)
、
策
題

(
4
)
、
策

(
1
)
、
論

(
1
)
、
碑
誌

(
5
)
、
替

(
1
)
、
議

(
2
)
、
銘

(
1
)
、
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状

(
1
)
、
書

(
1
)
0

巻
四
、
探
言
。
己
卯
党
籍
。
墓
誌
(
金
安
国
)
。

蹴
、
万
暦
十
九
年
辛
卯
、
金
完
立
。
識
、
万
暦
三
十
一
年
、

す
孝
先
。

金
正
国
(
一
四
八
五
・
成
宗
十
六
年
|
|
一
五
四
一
・
中
宗
三
十
六
年
)

姓
は
金
、
名
は
正
園
、
字
は
国
弼
。
義
城
の
人
。
号
は
思
斎
。
兄
に
安
田

(
十
二
)
の
聞
に
既
出
。

十
一
代
の
祖
、
金
龍
弼
は
高
麗
朝
に
仕
え
て
位
は
司
空
と
な
っ
た
。
高
祖
金
好
知
は
奉
正
大
夫
・
感
興
少
す
。
曽
祖
金
統
は
奉
直
郎
・

礼
曹
正
郎
。
祖
父
の
金
益
齢
は
通
政
大
夫
・
成
川
都
護
府
使
。
父
の
金
曜
は
奉
訓
郎
・
礼
賓
寺
参
奉
。
母
は
通
判
大
夫
許
芝
の
女
で
、
成

化
乙
巳
(
西
紀
一
四
八
五
)
、
成
宗
の
十
六
年
間
四
月
二
十
八
日
に
正
国
を
生
ん
だ
。

十
歳
の
時
、
父
が
死
去
し
、
十
二
歳
に
母
が
死
去
。
父
が
臨
終
の
際
、
友
人
の
礼
買
寺
正
の
超
有
亨
に
託
し
た
の
で
、
超
先
生
が
厚
く

養
育
し
た
。
母
が
亡
く
な
っ
た
時
に
は
兄
の
安
固
と
と
も
に
、
墓
の
側
に
自胞
を
作
っ
て
弔
い
、
そ
の
問
、
礼
書
や
経
史
の
書
を
読
み
、
す

べ
て
に
通
暁
し
た
。

服
喪
が
終
っ
て
十
五
歳
の
時
か
ら
科
挙
の
学
問
に
励
み
、
正
徳
了
卯
(
一
五

O
七
)
、
二
十
三
歳
の
時
に
生
員
の
試
に
第
四
名
に
中
り
、

進
士
の
試
に
は
第
三
十
番
で
合
格
、
己
巳
の
年
(
一
五

O
九
)
に
は
甲
科
第
一
位
に
擢
ん
で
ら
れ
た
。
時
に
二
十
五
歳
。
承
丈
院
校
検
を

拝
し
て
官
途
に
着
く
。
つ
い
で
弘
文
館
に
入
っ
て
修
撰
・
知
製
教
兼
経
連
検
討
官
と
な
っ
た
。
冬
に
は
司
諌
院
正
言
に
選
ば
れ
て
入
り
、

翌
年
に
は
推
さ
れ
て
吏
曹
佐
郎
、
つ
い
で
弘
文
館
副
校
理
を
も
兼
ね
、
経
建
侍
読
官
、
春
秋
館
記
注
官
な
ど
を
拝
し
、
順
調
に
累
進
し
た
。

こ
の
よ
う
な
中
で
同
僚
と
と
も
に
昭
陵
復
位
の
問
題
に
つ
い
て
極
論
し
た
。
法
人
酉
の
年
に
司
諌
院
献
納
に
遷
り
、
た
ま
た
ま
事
件
に
関

与
す
る
こ
と
か
ら
、
自
分
の
移
っ
た
司
憲
府
を
取
り
調
べ
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
の
で
、
そ
こ
で
王
に
対
し
て
「
聖
度
を
恢
げ
て
大
い
に

明
ら
か
に
せ
ん
こ
と
を
務
め
て
、
細
務
に
察
た
る
こ
と
勿
ら
ん
こ
と
を
請
ふ
の
疏
」
(
本
書
巻
三
所
収
)
を
奉
り
、
そ
こ
で
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

(
号
は
慕
斎
)

が
あ
り
、

そ
の
人
と
書
に
つ
い
て
は
解
題
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み
ず
か

ね

が

夫
れ
所
謂
明
な
る
者
は
苛
を
煩
は
し
伺
察
す
る
に
非
、
ず
。
身
親
ら
之
を
務
む
る
を
庶
ふ
の
謂
な
り
。

と
述
べ
て
、
疑
心
が
幾
微
の
聞
に
動
い
て
猪
阻
の
心
が
千
里
の
外
に
ま
で
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、

ず
い
ず
い
え
ん

上
為
る
者
は
察
察
駕
(
こ
ま
か
い
こ
と
ま
で
)
と
し
て
惟
だ
其
の
下
に
欺
か
れ
ん
こ
と
を
恐
れ
、
下
為
る
者
は
情
情
駕
(
び
く
び
く
)

と
し
て
惟
だ
其
の
上
に
疑
は
れ
ん
こ
と
を
倶
る
る
の
み
。
則
ち
人
は
危
疑
の
心
を
懐
け
ば
、
其
の
手
足
を
措
く
所
無
し
。

お
も
ね

こ
の
よ
う
に
な
る
と
邪
伎
の
臣
が
隙
に
つ
け
込
ん
で
、
王
の
意
に
阿
っ
て
轟
言
す
る
こ
と
に
な
る
。
近
年
、
問
題
に
な
っ
て
い
る
事
も
、

国
王
自
ら
が
帳
簿
上
の
細
か
い
事
を
調
べ
て
罪
す
る
よ
う
な
こ
と
を
す
る
と
、
百
官
は
上
の
言
う
通
り
の
事
を
為
す
の
み
で
、
自
ら
の
職

分
に
力
を
尽
さ
な
く
な
る
。
此
の
度
の
司
憲
府
の
事
も
そ
れ
に
当
て
は
ま
る
こ
と
で
、
憲
府
は
一
国
の
風
憲
(
教
化
や
法
律
に
関
す
る
)

の
事
を
扱
う
の
で
あ
っ
て
、
国
の
大
体
に
関
し
な
い
よ
う
な
細
務
に
つ
い
て
は
筒
省
に
従
っ
て
、
そ
れ
ら
は
有
司
(
役
人
)
に
委
ね
る
べ

き
こ
と
を
説
い
た
。

こ
れ
を
当
時
の
論
者
た
ち
は
正
し
い
意
見
だ
と
な
し
た
。
ま
た
他
の
事
件
に
関
与
す
る
こ
と
で
地
位
を
落
と
さ
れ
も
し
た
が
、
じ
き
に

回
復
し
て
も
と
の
吏
曹
正
郎
と
な
り
、
次
い
で
承
丈
院
校
理
と
な
っ
た
。
ま
た
雷
電
が
京
師
に
落
ち
る
と
い
う
天
災
が
起
き
た
こ
と
に
つ

き
、
王
か
ら
直
言
を
求
め
ら
れ
た
の
で
、
「
誠
を
推
し
て
下
を
任
じ
、
親
ら
群
臣
に
接
す
る
の
疏
」
(
本
書
巻
三
所
収
)
を
上
奏
し
、
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

臣
窃
か
に
惟
ふ
、
君
は
猶
ほ
天
の
ご
と
き
な
り
。
臣
は
猶
ほ
地
の
ご
と
き
な
り
。
天
道
は
下
降
し
、
地
道
は
上
行
す
。
上
下
相
交
は
り

て
後
、
陰
陽
和
暢
し
、
万
物
の
生
遂
げ
て
歳
功
成
る
。

こ
の
よ
う
で
あ
る
か
ら
国
王
は
誠
を
推
し
て
以
て
下
に
任
せ
た
な
ら
ば
、
臣
は
誠
を
喝
く
し
て
上
に
事
え
、
上
の
人
も
下
の
人
も
た
が

い
に
誠
を
尽
く
せ
ば
、
そ
こ
に
疑
い
阻
ま
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
無
く
な
り
、
世
の
中
は
う
ま
く
治
ま
る
こ
と
を
述
べ
て
、
王
が
即
位
し
て

以
来
、
十
年
ほ
ど
に
な
り
、
そ
の
問
、
孜
々
と
し
て
治
め
て
い
る
が
、
そ
の
治
効
が
ま
だ
現
わ
れ
て
い
な
い
の
は
、
臣
下
が
国
王
の
意
を

諭
っ
て
い
な
い
の
で
、
王
自
ら
群
臣
に
接
見
さ
れ
る
こ
と
で
、
上
下
が
和
暢
す
る
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
国
王
か
ら
の
信
頼
が
厚
く
な
っ
た
。
丙
子
の
年
(
一
五
一
六
)
、
推
薦
さ
れ
て
議
政
府
検
詳
を
拝
し
、
翌
年
に
は
舎
人
に

陸
っ
た
。
時
に
三
十
三
歳
。
そ
の
後
、
す
ぐ
ま
た
司
諌
院
司
諌
に
陸
り
、
次
い
で
軍
器
寺
副
正
に
移
り
、
成
均
館
司
成
に
遷
る
。
翌
年
、
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弘
丈
館
典
翰
・
知
製
教
兼
経
謹
侍
講
官
、
春
秋
館
編
修
官
・
承
丈
院
参
校
を
拝
す
。
未
だ
幾
ば
く
も
な
ら
ず
し
て
特
に
命
ぜ
ら
れ
て
直
提

学
に
陸
り
、
僅
か
十
余
日
に
し
て
超
え
て
通
政
大
夫
・
承
政
院
同
副
承
旨
か
ら
固
た
び
転
じ
て
左
承
旨
と
な
る
。
ま
た
問
題
が
起
き
た
こ

と
か
ら
余
知
中
橿
府
事
と
な
り
、
冬
に
は
黄
海
道
観
察
使
兼
兵
馬
水
軍
節
度
使
を
拝
し
た
。
幾
ば
く
も
な
ら
な
い
う
ち
の
宿
直
の
夜
、
国

王
が
時
な
ら
ず
し
て
お
出
ま
し
に
な
り
、
参
賛
官
の
金
浄
と
柳
仁
淑
ら
も
入
侍
し
て
い
た
の
で
、
彼
ら
と
『
論
語
』
に
つ
い
て
議
論
し
、

ま
た
当
世
の
人
の
用
い
方
に
も
論
及
し
た
。
そ
の
時
、
柳
仁
淑
は
「
人
を
用
い
る
に
は
、
そ
の
人
の
器
量
に
適
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
こ
で
は
じ
め
て
自
ら
職
分
に
称
う
努
力
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
目
下
左
承
旨
の
鄭
忠
楳
が
病
気
の
た
め
辞
職
し
た
が
、
金

正
国
こ
そ
が
こ
の
任
に
適
し
て
い
る
」
と
言
い
、
金
浄
も
「
こ
れ
は
何
も
柳
仁
淑
だ
け
が
言
っ
て
い
る
の
で
な
く
、
朝
廷
の
人
々
の
皆
の

考
え
で
あ
る
。
金
正
国
を
長
く
留
め
て
お
く
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
、
こ
の
国
に
と
っ
て
の
重
要
な
ポ
ス
ト
で
、
正
国
を
遠
方
に
赴
任

さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
言
う
。
そ
れ
に
対
し
国
王
は
、
「
君
達
の
意
見
は
正
し
い
。
従
っ
て
正
国
を
朝
廷
か
ら
離
れ
た
処
へ
赴
任
さ

せ
て
は
い
け
な
い
こ
と
は
分
っ
て
い
る
が
、
目
下
、
黄
海
道
は
連
年
凶
作
が
続
き
、
民
は
飢
撞
に
苦
し
ん
で
い
る
。
金
正
国
こ
そ
私
の
意

を
体
し
て
民
を
撫
養
す
る
こ
と
に
心
を
尽
く
し
て
く
れ
る
者
で
あ
る
。
だ
か
ら
特
に
彼
を
派
遣
し
た
い
」
と
述
べ
ら
れ
た
の
で
、
黄
海
道

へ
赴
任
し
た
。

任
地
で
正
国
は
、
困
苦
し
て
い
る
民
に
恵
み
を
与
え
、
政
治
上
の
問
題
に
つ
い
て
の
訴
え
を
よ
く
聞
き
、
日
夜
怠
る
こ
と
な
く
尽
力
し

た
。
特
に
善
を
教
え
、
悪
を
禁
じ
る
面
に
つ
い
て
は
、
民
が
従
う
よ
う
に
し
、
犯
し
易
い
悪
い
点
を
取
り
除
く
よ
う
な
項
目
を
十
二
条
に

編
集
し
て
『
警
民
編
』
と
名
づ
け
て
刊
行
し
、
村
里
に
配
布
し
た
。
ま
た
『
学
令
』
二
十
四
条
を
作
り
、
学
ぶ
者
に
対
し
勉
め
励
む
よ
う

督
励
し
た
た
め
、
一
道
の
人
々
は
皆
心
服
し
、
教
化
さ
れ
、
そ
の
こ
と
は
後
々
ま
で
そ
の
治
績
は
称
賛
さ
れ
た
。

己
卯
(
一
五
一
九
)
年
の
士
林
の
禅
圧
事
件
が
起
る
や
、
正
国
は
、
自
ら
そ
の
士
林
派
に
属
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
驚
き
憧
れ
な
が
ら

も
、
早
速
上
疏
丈
を
書
い
て
罪
に
陥
れ
ら
れ
た
人
々
を
救
お
う
と
し
た
が
、
す
で
に
そ
の
趨
勢
が
己
に
決
定
的
で
ど
う
し
ょ
う
も
な
い
こ

と
が
分
り
、
そ
こ
で
上
奏
を
や
め
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
時
、
救
お
う
と
上
疏
し
た
者
は
皆
何
度
も
斥
け
ら
れ
た
の
で
、
正
国
が
上
疏
を
出

し
た
と
し
て
も
台
諌
か
ら
反
駁
さ
れ
、
退
け
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
知
り
、
正
国
は
辞
職
し
て
高
陽
郡
の
西
に
あ
る
苦
洞
里
に
引
退
し
、

そ
こ
に
茅
を
編
ん
で
小
亭
を
構
え
て
、

97 
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(
一
五
三
八
)
の
春
、
再
び
登
用
さ
れ
る
ま
で
の
足
か
け
二
十
年
の
問
、
こ
こ
に
住
む
こ
と
に
な
る
。

正
国
は
こ
の
小
亭
に
、
「
恩
休
」
と
一
崩
額
を
掲
げ
、
恩
休
亭
と
名
づ
け
た
。
こ
の
名
は
中
国
宋
代
の
詩
人
黄
山
谷
の
四
休
亭
の
詩
序
に

因
ん
で
つ
け
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
自
ら
八
齢
居
士
と
号
し
た
。
こ
の
口
ず
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
「
八
齢
居
士
自
序
」
(
本
書
、
巻
三
所
収
)

に
述
べ
て
い
る
。
公
は
田
舎
に
引
込
ん
で
、
八
つ
の
余
裕
を
も
っ
て
悠
々
自
適
の
生
活
を
送
る
の
で
あ
る
が
、
公
に
従
学
を
希
望
す
る
者

が
多
く
、
た
め
に
茅
堂
を
作
っ
て
教
え
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
堂
に
六
務
堂
と
名
づ
け
て
、
一
掃
額
を
掲
げ
た
。
そ
れ
は
儒
学
を
学
ぶ
者
の

六
つ
の
務
め
と
し
て
山
立
志
、
凶
読
書
、
間
学
問
、
凶
操
心
、
間
処
己
、
附
談
論
を
掲
げ
る
。
つ
ま
り
志
を
立
て
て
、
篤
実
遠
大
に
務
め

る
。
そ
れ
は
浮
浅
を
戒
め
る
た
め
で
あ
る
。
次
は
書
を
読
む
、
そ
し
て
勤
力
積
苦
に
務
め
る
。
そ
れ
は
慨
怠
を
戒
め
る
た
め
と
い
う
具
合

に
、
以
下
放
過
、
偏
僻
、
縦
臨
時
、
庸
雑
を
戒
め
る
(
「
六
務
堂
記
」
本
書
巻
三
所
収
)
の
は
、
学
生
ば
か
り
で
な
く
、
自
ら
に
も
課
し
て

い
る
も
の
で
、
公
は
こ
れ
を
学
生
と
共
に
切
薩
琢
磨
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
生
活
の
中
で
、
『
性
理
大
全
』
を
抄
出
し
、
格
言
の
中
で

最
も
切
実
な
も
の
を
抄
出
し
た
の
が
『
節
要
』
四
巻
と
な
り
、
ま
た
学
生
の
勉
学
の
参
考
の
た
め
に
『
歴
代
授
受
承
統
の
図
』
な
ど
を
著

し
、
ま
た
村
民
の
医
療
の
た
め
の
『
村
家
救
急
方
』
ま
で
著
し
て
刊
行
し
て
い
る
。

中
宗
の
三
十
二
年
(
嘉
靖
十
六
年
・
一
五
三
七
)
の
冬
、
国
の
政
治
も
変
化
し
は
じ
め
、
大
学
生
達
が
、
己
卯
士
禍
に
よ
っ
て
罪
さ
れ

た
人
々
が
寛
罪
で
あ
る
こ
と
を
訴
え
る
上
疏
が
な
さ
れ
、
そ
れ
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
翌
年
(
一
五
三
八
)
戊
戊
の
春
、

正
国
は
官
に
復
帰
し
、
龍
醸
大
護
軍
、
知
製
教
兼
五
衛
将
を
拝
し
た
。
時
に
五
十
四
歳
で
あ
っ
た
。
四
月
に
は
全
羅
道
観
察
使
兼
兵
馬
水

軍
節
度
使
を
拝
し
た
が
、
己
卯
の
士
禍
が
起
こ
っ
て
以
来
、
士
林
派
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
た
改
革
か
ら
逆
行
し
、
旧
来
の
官
吏
の
搾

取
剥
奪
が
厳
し
く
行
な
わ
れ
て
い
て
、
民
は
そ
の
苦
し
み
に
堪
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
の
で
、
正
国
公
は
赴
任
す
る
や
、
民
の
為
に

利
を
興
し
、
病
気
を
除
く
よ
う
措
置
し
、
民
に
対
し
公
平
を
期
し
た
。
そ
し
て
王
に
民
の
下
に
あ
る
弊
害
を
数
十
条
挙
げ
て
取
り
除
く
こ

と
を
上
書
し
た
。
そ
れ
ら
は
王
命
に
よ
り
議
政
府
に
下
さ
れ
て
商
議
さ
れ
、
多
く
の
事
が
施
行
さ
れ
、
為
に
民
は
恩
恵
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
、
公
は
称
賛
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
の
激
務
の
た
め
労
惇
し
て
遂
に
病
気
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

翌
年
の
夏
に
は
兵
曹
参
議
、
つ
い
で
工
曹
参
議
を
拝
し
、
七
月
に
は
特
に
命
ぜ
ら
れ
て
嘉
善
大
夫
が
加
階
さ
れ
、
ま
た
慶
尚
道
観
察
使

兼
兵
馬
水
軍
節
度
使
を
拝
し
て
地
方
の
政
治
へ
と
向
う
。
民
が
誉
め
喜
ん
だ
こ
と
は
全
羅
道
で
の
場
合
と
同
じ
で
あ
っ
た
。
病
身
で
あ
っ
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た
が
寵
恩
に
感
激
し
て
死
を
以
て
報
い
た
い
と
考
え
、
病
気
に
も
拘
わ
ら
ず
奮
励
し
た
。

慶
尚
道
は
土
地
は
広
い
上
、
機
務
は
他
の
諸
道
よ
り
も
倍
す
る
ほ
ど
多
か
っ
た
が
、
そ
こ
を
蹴
捗
し
巡
察
し
た
た
め
休
む
暇
な
く
、
病

勢
は
い
よ
い
よ
増
し
、
遂
に
臥
し
て
起
き
上
れ
な
く
な
っ
た
の
で
、
庚
子
(
一
五
四

O
)
の
春
、
辞
職
を
上
書
し
た
が
、
認
め
ら
れ
ず
、

礼
曹
参
判
と
な
っ
て
中
央
へ
復
帰
し
、
夏
に
は
兵
曹
へ
移
り
、
そ
れ
も
束
の
間
、
特
に
命
ぜ
ら
れ
て
刑
曹
参
判
へ
と
移
っ
た
。
そ
の
際
、

「
金
正
国
は
、
其
の
賢
な
る
こ
と
当
に
陸
り
擢
ん
で
ら
る
べ
し
。
た
だ
近
目
、
刑
政
の
多
く
弛
め
る
を
念
ひ
、
整
理
さ
れ
ん
こ
と
を
欲
す
。

故
に
し
ば
ら
く
刑
曹
に
遷
る
の
み
」
と
言
わ
れ
、
刑
政
が
緩
ん
で
い
る
の
を
改
善
さ
せ
る
た
め
の
一
時
的
措
置
で
あ
っ
た
。

六
月
に
世
子
の
た
め
に
左
副
賓
客
を
兼
ね
た
が
、
そ
の
時
、
兄
の
金
安
田
が
先
に
左
賓
客
と
な
っ
て
い
て
、
兄
弟
で
東
宮
(
皇
太
子
)

を
輔
導
す
る
と
い
う
重
任
を
負
っ
た
た
め
、
心
の
安
ま
る
日
は
な
く
、
公
は
何
と
か
し
て
辞
退
し
よ
う
と
病
気
を
理
由
に
申
し
出
た
の
で
、

七
月
に
は
同
知
中
橿
府
事
と
い
う
閑
職
に
就
い
て
八
・
九
月
と
体
の
保
養
に
努
め
て
い
る
も
の
の
、
鴨
結
江
上
流
の
国
境
地
帯
は
女
真
族

の
侵
入
に
ま
か
せ
て
何
ら
対
策
を
講
じ
る
こ
と
が
無
い
の
を
憂
え
て
、
朝
廷
で
そ
の
事
を
万
世
の
患
い
と
為
る
で
あ
ろ
う
と
厳
し
く
論
じ
、

今
後
の
措
置
に
ま
で
及
ん
だ
。
そ
れ
を
国
王
も
傾
聴
し
、
以
後
、
郡
の
議
が
起
っ
た
。

辛
丑
(
一
五
四
一
)
四
月
、
同
知
敦
寧
府
事
に
移
っ
た
が
、
病
勢
は
進
み
、
惇
れ
は
て
職
務
を
遂
行
す
る
の
に
支
障
が
出
る
ほ
ど
に
な
っ

た
の
を
、
兄
の
安
田
は
休
む
よ
う
に
戒
め
た
が
、
そ
れ
に
従
う
こ
と
も
せ
ず
、
五
月
十
六
日
、
成
均
館
で
の
仕
事
を
途
中
で
中
止
し
て
家

に
帰
る
ほ
ど
に
な
り
、
二
十
日
に
は
遂
に
起
つ
こ
と
が
で
き
ず
、
つ
い
に
亡
く
な
っ
た
。
享
年
五
十
七
歳
で
あ
っ
た
。
八
月
十
九
日
に
長

端
府
の
柏
木
谷
、
坐
辛
向
、
乙
原
の
超
有
亨
先
生
の
堂
下
に
葬
ら
れ
た
。

ブ

ギ

国
王
は
公
の
卦
報
に
接
す
る
や
、
深
く
驚
き
悼
み
、
承
政
院
に
命
じ
て
速
や
か
に
時
議
(
死
者
を
弔
っ
て
香
箕
と
し
て
金
品
を
贈
る
)

を
賜
わ
り
、
「
天
春
比
に
至
る
。
死
す
る
も
栄
な
り
」
と
の
お
言
葉
を
賜
わ
っ
た
。
公
の
死
を
聞
い
た
人
は
、
直
接
知
っ
て
い
る
人
も
、

そ
う
で
な
い
人
も
皆
痛
惜
し
、
閏
巷
の
小
民
に
至
る
ま
で
尽
く
悲
し
み
悼
ん
だ
と
い
う
。

公
は
初
め
超
仲
丈
の
女
と
結
婚
し
た
が
、
子
が
無
く
先
に
亡
く
な
り
、
後
に
李
承
祖
の
女
と
結
婚
、

言
い
、
次
男
は
継
越
と
言
う
。

*
こ
の
金
正
国
の
伝
記
は
、

三
男
を
生
ん
だ
。

長
男
は
嗣
越
と

兄
の
金
正
国
の
墓
誌
(
本
書
巻
四
所
収
)

「
探
言
」

(
同
前
)

に
も
参
考
に

を
も
と
に
し
た
も
の
で
、

他
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す
べ
き
記
録
が
か
な
り
あ
る
。

州
『
沖
庵
先
生
集
』
金
浄
撰

本
集
は
、
沖
庵
金
浄
の
詩
文
集
で
七
巻
七
冊
、
全
問
了
。

底
本
は
、
原
集
五
巻
は
ソ
ウ
ル
大
学
、
杢
章
閣
蔵
本
。
年
譜
二
巻
は
韓
国
精
神
文
化
研
究
院
、
蔵
書
閣
蔵
本
。

本
集
は
、
著
者
の
堂
姪
の
金
天
宇
が
家
蔵
の
草
稿
を
も
と
に
、
遺
文
詩
文
を
蒐
集
し
た
も
の
を
申
光
漢
(
字
時
敏
)
が
、
著
者
金
浄
の

死
後
二
十
八
、
九
年
後
に
編
次
し
た
と
序
文
に
あ
る
こ
と
か
ら
一
五
四
九
年
頃
に
定
稿
本
が
で
き
た
こ
と
が
分
る
。
そ
れ
を
、
嘉
靖
壬
子

(
明
宗
の
七
年
・
一
五
五
二
)
に
許
伯
埼
(
浩
斎
)
が
自
身
入
手
し
た
草
稿
と
で
校
定
し
て
刊
行
し
た
。
こ
の
時
は
原
集
と
外
集
の
別
が

あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
後
の
も
の
は
、
内
容
の
順
序
を
考
え
て
混
合
さ
せ
た
と
曽
孫
の
金
声
発
の
識
語
に
あ
る
。

こ
の
初
刊
本
は
、
壬
辰
の
倭
乱
(
日
本
で
言
う
丈
禄
の
役
・
一
五
九
二
)
の
難
に
際
し
、
板
本
が
兵
火
に
失
わ
れ
る
こ
と
を
考
え
て
、

儒
生
ら
に
よ
っ
て
俗
離
山
に
移
し
て
蔵
さ
れ
、
保
つ
こ
と
を
得
た
の
は
幸
で
あ
っ
た
が
、
た
だ
板
木
に
遺
失
や
字
の
剥
落
が
有
り
、
そ
れ

を
庚
子
(
一
六

O
O
)
の
年
に
補
敏
改
刻
し
て
修
究
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
そ
の
ま
』
で
は
潰
滅
す
る
恐
れ
が
あ
る
の
で
、
壬
申
の
年

(
一
六
三
二
)
に
錦
山
の
郡
守
と
な
っ
た
曽
孫
の
金
声
発
(
字
は
景
時
)
が
崇
禎
九
年
(
仁
祖
の
十
四
年
・
一
六
三
六
)
に
錦
山
で
木
板

で
刊
行
し
た
の
が
重
刊
本
で
あ
る
。

沖
庵
先
生
年
譜
は
、
家
蔵
の
旧
本
を
九
世
の
嗣
孫
の
寝
郎
君
金
聖
泰
が
編
次
出
版
す
る
こ
と
で
、
金
浄
の
伝
を
長
く
伝
え
よ
う
と
し
て
、

識
語
を
書
い
た
海
州
の
呉
照
常
が
校
定
の
労
を
と
っ
た
が
、
そ
の
際
、
同
じ
己
卯
党
派
で
あ
っ
た
金
丈
敬
公
(
名
、
安
田
)
が
、
年
譜
を

作
ろ
う
と
手
定
し
て
い
た
も
の
が
未
整
理
で
残
っ
て
い
た
。
そ
れ
で
も
っ
て
訂
正
し
、
闘
誤
を
補
い
、
そ
れ
に
諸
家
の
論
述
を
も
附
し
て

上
下
に
二
編
と
し
て
一
八
三
二
年
の
序
を
付
し
て
刊
行
し
た
。

内
容
は
、
原
集
五
巻
、
序
申
光
漢
(
嘉
靖
壬
子
・
明
宗
の
七
年
・

巻
一
、
詩
(
同
首
)
。
巻
二
、
詩
(
附
)
。
巻
三
、
詩
(
附
)
。

巻
四
、
丈
(
認
篇
)
こ
の
中
に
遺
書
で
あ
る
「
臨
絶
辞
」
が
あ
る
。
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巻
玉
、
丈

(
6
篇
)

0

こ
の
中
に
「
請
復
故
妃
慎
氏
疏
」
「
獄
中
疏
」
な
ど
が
あ
る
。

蹴
、
許
伯
晴
(
嘉
靖
壬
子
・
一
五
五
二
)

識
、
金
声
発
(
崇
禎
九
年
丙
子
・
一
六
三
六
)

年
譜
上
下
二
巻
。
序
、
呉
照
常
(
一
八
三
一
)

上
巻
、
年
譜
。
下
巻
、
目
録
。

年
譜
付
録
。
賜
祭
丈

(
6
)
、
本
伝
、
神
道
碑
銘
(
李
廷
亀
)
、
祭
文
、
祝
丈
等
。

年
譜
蹴
宋
啓
幹
(
一
八
三
五
)

金
浄
(
一
四
八
六
・
成
宗
十
七
年
|
|
一
五
一
二

姓
は
金
、
字
は
元
沖
、
口
ず
は
沖
庵
。
慶
州
の
人
。

六
世
の
祖
、
金
将
有
は
版
図
判
書
。
五
世
の
祖
、
金
仲
南
は
監
察
糾
正
。
高
祖
、
金
乙
提
は
判
軍
器
寺
事
。
曽
祖
、
金
詐
は
平
沢
県
監
。

祖
父
、
金
処
庸
。
父
の
金
孝
貞
は
戸
曹
正
郎
。
母
は
判
官
許
允
恭
の
女
。

金
浄
は
、
生
れ
た
時
か
ら
他
の
子
と
違
っ
て
異
質
が
あ
り
、
そ
の
聡
明
さ
は
抜
群
で
、
数
歳
に
し
て
書
物
を
読
み
、
習
字
も
学
び
、
歯

が
抜
け
か
わ
ら
な
い
小
児
で
あ
り
な
が
ら
「
大
学
」
を
暗
請
を
し
、
学
問
に
励
み
、
世
の
中
に
対
し
て
懐
慨
す
る
と
い
う
大
志
を
抱
い
て

い
た
。
『
年
譜
』
に
は
、
六
歳
の
時
に
牡
丹
の
盛
り
を
見
て
漢
詩
を
作
る
の
を
試
め
さ
れ
た
の
に
対
し
、
早
速
「
洛
陽
に
甲
第
多
く
、
銚
軸
柄
、

芳
非
を
闘
は
す
。
色
は
楊
妃
の
貌
を
借
り
、
香
は
韓
寿
の
衣
を
分
つ
」
云
云
と
い
う
詩
を
吟
じ
た
と
あ
る
。
ま
た
九
歳
の
時
に
は
「
四
書
一

経
に
通
じ
、
丈
に
於
て
も
覧
ざ
る
所
な
し
」
と
あ
り
、
一
度
読
め
ば
そ
れ
ら
を
暗
請
し
、
一
宇
も
誤
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
も
あ
る
。

十
五
歳
の
時
、
父
が
亡
く
な
り
、
礼
制
に
従
っ
て
三
年
の
喪
に
服
し
、
家
は
貧
し
く
な
っ
た
が
母
へ
の
孝
養
を
尽
し
た
。
十
八
歳
で
、

宋
汝
翼
の
女
と
結
婚
。
翌
年
(
燕
山
君
の
十
年
・
一
五

O
四
)
の
生
員
の
試
に
二
等
第
七
名
で
合
格
し
た
。
そ
の
後
、
清
涼
寺
に
住
み
、

学
問
に
励
み
、
そ
の
際
、
心
が
道
芸
や
文
学
の
薮
に
向
う
の
を
戒
し
め
る
た
め
言
・
行
・
志
・
勇
・
慮
・
逸
楽
・
憂
曜
・
欲
・
容
儀
・
念

悟
・
好
悪
に
つ
い
て
十
一
の
簸
を
著
し
て
自
ら
警
め
た
。
(
「
十
一
歳
」
は
本
書
の
巻
五
に
所
収
)

中
宗
十
六
年
)
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中
宗
の
二
年
(
一
五

O
七
)
、
二
十
二
歳
で
科
挙
の
文
科
第
一
名
(
状
一
元
)
に
抜
擢
さ
れ
、
す
ぐ
さ
ま
成
均
館
典
籍
を
授
け
ら
れ
て
官

界
入
り
を
し
た
。
そ
の
後
す
ぐ
に
司
諌
院
正
言
に
除
せ
ら
れ
、
弘
文
館
に
入
り
修
撰
と
な
り
、
ま
た
湖
堂
に
賜
暇
を
与
え
ら
れ
た
後
、
兵

曹
佐
郎
、
同
正
郎
、
そ
れ
か
ら
副
校
理
へ
と
移
り
、
め
ま
ぐ
る
し
く
移
動
し
な
が
ら
昇
進
し
た
。

中
宗
の
五
年
、
二
十
五
歳
の
時
、
経
連
で
進
講
し
、
母
を
養
う
た
め
帰
養
を
乞
う
上
疏
を
し
、
そ
の
た
め
忠
清
都
事
に
除
せ
ら
れ
て
地

方
へ
下
っ
た
。
任
期
が
終
っ
て
再
び
校
理
と
な
っ
て
中
央
へ
戻
り
、
吏
曹
正
郎
、
つ
い
で
奉
常
寺
余
正
と
な
る
が
、
再
び
地
方
に
出
る
こ

と
を
乞
う
て
淳
昌
郡
守
と
な
る
。

中
宗
の
十
年
(
一
五
一
五
)
、
置
陽
府
使
の
朴
鮮
と
上
疏
し
て
廃
妃
慎
氏
の
復
位
を
請
う
(
「
請
復
故
妃
慎
氏
疏
」
、
本
書
巻
五
所
収
)
。

こ
の
上
疏
の
中
で
、
大
司
諌
の
李
存
を
指
弾
し
、
ま
た
大
司
憲
の
権
敏
も
そ
の
協
力
者
と
し
て
弾
劾
し
た
。
し
か
し
反
対
に
勲
旧
派
か
ら

こ
の
上
疏
は
不
正
な
も
の
と
見
な
さ
れ
、
左
議
政
の
鄭
光
弼
ら
の
救
解
に
よ
っ
て
金
浄
は
報
恩
舎
琳
駅
に
、
朴
鮮
は
南
平
の
鳥
林
駅
へ
徒

配
と
い
う
流
刑
に
処
せ
ら
れ
た
。

翌
年
、
許
さ
れ
て
司
芸
を
拝
し
、
十
二
年
に
は
副
応
教
に
、
つ
い
で
応
教
に
陸
り
、
ま
た
典
翰
に
も
な
っ
た
が
赴
任
せ
ず
清
州
の
南
に

あ
る
治
正
に
卜
居
し
て
い
た
。
七
月
に
は
特
に
命
ぜ
ら
れ
て
通
政
丈
夫
、
副
提
学
に
抜
擢
さ
れ
た
。
公
は
自
分
で
年
が
若
い
上
、
学
問
も

浅
く
、
時
の
政
治
に
合
わ
な
い
と
考
え
て
い
た
の
で
、
こ
の
特
命
に
は
震
煉
し
た
。
そ
の
頃
公
は
超
光
祖
先
生
と
道
義
の
交
り
を
結
ん
で

切
薩
し
、
超
先
生
に
協
力
し
て
政
治
に
尽
力
す
る
決
意
を
し
て
い
た
の
で
中
央
で
の
任
を
受
け
、
承
政
院
副
承
巴
日
、
そ
し
て
秩
も
加
増
さ

れ
嘉
善
大
夫
吏
曹
参
判
と
な
り
、
十
三
年
の
春
に
は
司
憲
府
大
司
憲
を
授
け
ら
れ
た
。
時
に
三
十
三
歳
。

当
時
、
中
宗
は
超
光
祖
を
重
用
し
、
光
祖
も
人
材
登
用
の
た
め
賢
良
科
を
設
け
る
こ
と
を
請
う
て
い
る
。
公
は
老
母
が
衰
え
病
ん
で
い

る
の
で
遠
く
離
れ
て
い
る
の
に
忍
び
ず
、
解
職
を
乞
う
上
疏
を
す
る
が
許
さ
れ
ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
逆
に
資
憲
大
夫
刑
曹
判
書
兼
芸
文
提

学
に
昇
進
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
己
卯
の
年
(
中
宗
の
十
四
年
)
も
終
ろ
う
と
す
る
十
一
月
十
五
日
、
南
套
・
沈
貞
・
洪
景
舟
等

の
密
告
に
よ
っ
て
改
革
派
の
超
光
祖
を
は
じ
め
と
す
る
副
提
学
金
帥
・
大
司
成
金
提
・
応
教
奇
遵
等
が
獄
に
下
さ
れ
、
公
も
金
安
国
・
正

国
兄
弟
も
連
坐
し
た
。
こ
の
場
に
於
て
領
議
政
の
鄭
光
弼
が
、
王
の
裾
を
牽
い
て
泣
諌
し
た
た
め
、
王
の
意
志
も
柑
々
解
け
、
死
刑
は
免

れ
て
流
刑
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
、
が
、
(
後
に
大
半
は
死
を
賜
わ
る
こ
と
に
な
る
。
)
こ
の
場
は
罪
一
等
減
じ
て
収
ま
っ
た
。
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公
は
死
刑
を
免
れ
て
錦
山
に
配
流
さ
れ
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
こ
と
を
聞
い
た
太
学
生
の
李
若
水
や
大
司
憲
の
柳
雲
ら
が
伸
救
せ
ん
と
先

を
争
っ
て
宮
門
へ
至
り
、
彼
ら
の
無
罪
を
明
ら
か
に
し
て
伸
救
し
よ
う
と
上
疏
し
た
。
宮
門
で
拒
ま
れ
た
太
学
生
ら
は
噴
り
を
発
し
て
宮

廷
へ
乱
入
し
、
号
泣
し
て
無
罪
を
叫
ん
だ
声
は
内
裏
に
満
ち
た
の
を
王
は
聞
い
て
、
下
獄
を
命
じ
、
そ
れ
を
聞
い
た
生
員
ら
が
ま
た
伸
救

せ
ん
と
上
疏
す
る
有
様
で
、
そ
の
数
は
お
び
た
だ
し
い
数
に
上
っ
た
。

公
は
錦
山
に
流
請
さ
れ
る
途
中
、
郡
守
の
鄭
熊
に
請
う
て
病
母
を
見
舞
に
行
く
。
そ
の
帰
り
、
禁
府
の
都
事
黄
世
献
が
配
所
が
珍
島
に

変
更
に
な
っ
た
の
で
珍
島
へ
向
わ
せ
る
が
、
そ
の
道
す
が
ら
、
以
前
赴
任
し
た
こ
と
の
あ
っ
た
淳
昌
県
を
通
る
と
、
そ
こ
の
民
の
老
弱
男

女
が
争
っ
て
酒
慢
を
持
っ
て
来
て
道
を
拒
ぎ
、
「
こ
の
人
は
我
々
の
旧
使
の
君
で
あ
る
」
と
言
っ
て
悌
泣
し
た
。

珍
島
に
於
て
の
流
刑
生
活
は
「
海
島
録
」
(
本
書
巻
三
所
収
)
に
詩
が
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
犯
し
た
罪
に
つ
い
て
の
取
り
調
べ
が

あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
公
は
、
衣
を
裂
き
て
そ
れ
に
心
情
を
陳
べ
て
上
疏
し
た
。
そ
し
て
特
に
死
を
減
ぜ
ら
れ
て
済
州
に
移
さ
れ
、
辛
己

(
中
宗
の
十
六
年
・
一
五
二
一
)
の
冬
、
亡
命
の
件
が
追
論
さ
れ
、
菟
罪
で
あ
る
の
に
何
と
も
出
来
、
ず
、
遂
に
自
尽
を
賜
わ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
公
は
そ
の
命
を
聞
い
て
も
顔
色
を
変
え
る
こ
と
な
く
自
若
た
り
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
酒
を
求
め
快
飲
し
、
牧
使
の
手
を
執
っ
て
時
政

に
つ
い
て
歴
問
し
、
遺
書
を
兄
弟
に
書
い
た
。
そ
こ
に
老
母
を
善
養
す
る
よ
う
頼
ん
で
い
る
。
最
後
に
「
絶
命
の
辞
」
(
本
書
巻
四
所
収
)

を
吟
じ
て
自
分
の
志
を
表
わ
し
た
。
そ
の
辞
は
、

絶
国
(
故
郷
を
離
れ
た
国
)
に
投
じ
て
孤
魂
と
な
る
。
慈
母
を
遺
し
て
天
倫
を
隔
つ
。
斯
く
の
ご
と
き
世
に
遭
ひ
て
余
が
身
を
聞
す
も
、

ふ
山
り
会
C

雲
気
に
乗
じ
て
帝
闘
を
歴
し
、
屈
原
に
従
ひ
て
高
く
遁
遥
せ
ん
。
長
き
夜
は
冥
く
も
、
何
れ
の
時
か
朝
に
な
ら
ん
。
丹
衷
を
畑
ら
か
に

し
て
草
莱
に
埋
め
ん
。
堂
堂
た
る
壮
志
、
中
道
に
擢
か
る
。
鳴
呼
、
千
秋
万
歳
。
我
が
哀
し
み
に
応
、
ず
べ
し
。

と
い
う
も
の
で
、
そ
の
後
、
従
容
と
し
て
死
に
就
い
た
。
時
に
年
三
十
六
。
翌
年
の
冬
、
返
さ
れ
て
青
州
朱
崖
県
の
塔
山
里
に
葬
ら
れ
た
。

そ
こ
は
曽
て
公
が
遊
賞
し
、
卜
築
し
た
処
で
あ
る
。

仁
宗
の
末
に
官
爵
が
復
さ
れ
、
宣
宗
朝
は
丈
簡
と
い
う
誼
号
を
賜
っ
た
。
公
に
は
子
が
な
か
っ
た
の
で
兄
の
金
光
の
子
の
哲
夜
が
後
を

継
ぎ
、
そ
の
子
つ
ま
り
公
の
孫
の
声
発
は
文
科
に
登
第
し
た
。
彼
は
公
の
遺
稿
を
集
め
て
出
版
す
る
の
に
努
力
し
、
堂
姪
の
金
天
宇
が
遺

稿
を
編
次
し
て
『
沖
庵
先
生
集
』
と
し
て
刊
行
、
世
に
行
な
わ
れ
た
。
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